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現在開催中の臨時国会に注視　「日本が戦争する国になる」法案と「社会保障の改悪」法案が審議されています。
１、７日の衆院本会議で、首相の下に、国のあらゆる情報と権限を集中させて「戦争司令塔」をつくる「国家安全保障会議（日本版ＮＳＣ）設置法案」が自民、公明、民主、維新、みんなの賛成多数で可決、日本共産党、生活の党、社民党は反対しました。参議院は１３日からです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ一方、「特定秘密保護法案」（国民の目・耳・口をふさぎ、「知る権利」など憲法の基本原理を覆す）が７日、衆院本会議で審議入りしました。政府が勝手に「秘密」を指定して情報を統制、それを漏えい・取得した国民を取り締まる弾圧立法です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐこの法案には、三つの大問題が指摘されています。第一に、「特定秘密」が無制限に広がる恐ろしさ。第二に、何が秘密かも秘密である事。第三に、裁判の過程でも「特定秘密」は開示されず暗黒裁判で重罪が下される事。です。
２、消費税大増税と一体ですすめる社会保障改悪の日程や段取りを盛り込んだ「社会保障制度改革プログラム法案」は、１２日の衆議院厚生労働委員会で参考人質疑が行われました。医療・介護・保育・年金などあらゆる分野で国民に負担増と給付削減を求める制度づくりの期限をあらかじめ定めるこの法案は、極めて異例であり、日本の社会保障制度のあり方を大本から覆す内容をもっています。　　　　ｐ通常国会で廃案になった生活保護改悪関連２法案（「生活保護法改悪法案」と「生活困窮者自立支援法案」）は、参議院で７日に審議入り、１２日の委員会で強行採決されました。２法案が通常国会で廃案に追い込まれたのは、国民の暮らしを守る“最後の安全網”の生活保護の根幹を崩す法案の中身が明らかになり、国民の怒りと批判が急速に広がったためです。まさに憲法２５条の空洞化です。　　　　　　　　　ｐ又、安倍政権が８月から実施した生活保護費の過去最大の引き下げは、深刻な打撃を与えており、生活保護制度破壊の暴走もやめるべきです。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４００円　　日曜版　月８００円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）　　
２０１３年１２月議会スケジュール（予定）
請願・陳情の締め切りは１１月２５日（月）です。
１１月２６日（火）　午前１０時　　各派代表者会議、議会運営委員会
１２月　３日（火）　午前１０時　　本会議開会（役員改選）
１２月　４日（水）　 午前１０時　　本会議開会（役員改選、議案上程、説明）
１２月１０日（火）―１３日（金）
午前１０時  　本会議、議案質疑・一般質問（ケーブルテレビ中継）
１２月１６日（月）―１７日（火）　午前１０時　　各常任委員会
１２月１８日（水）　午前１０時　　新病院の整備等に関する特別委員会
１２月２５日（水）　午後　１時 本会議(委員長報告、質疑、討論、議決)閉会
１２月議会の議案の詳細が分かるのは、２６日（火）以降ですが、前号でも報告しました指定管理者の予定企業の認定については、充分な議論が必要で、是非、本会議で議案質疑をして行きたい。また、「新しい桑名を作る会」の「桑名市議会議員の議員報酬の特例に関する条例」の制定の直接請求は、１２月議会中に市長の意見を付して提出される予定です。皆さんの意見を聞き、しっかりと対応して行きます。
「リニア中央新幹線環境影響評価準備書」に対する意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐＪＲ東海は９月に、東京―名古屋の詳しいルートや中間駅の場所を公表し、関係する東京、神奈川、山梨、静岡、長野、岐阜、愛知の各都県内で住民説明会を行いました。着工認可へ向けた環境影響評価（アセスメント）手続きの一環ですが、沿線住民の声は、リニアへの期待よりも、強い不安と疑問が多数でした。
ｐ日本自然保護協会では、地形・地質などの基盤環境、自然保護、生物多様性保全などの観点からリニア中央新幹線環境影響評価準備書を点検、評価した結果、活断層、南アルプスの隆起量、生物多様性への影響、水道水源の枯渇、建設残土の処理などを指摘して、本事業をいったん凍結し、再度事業位置選定を含めた手続きをやり直し、国土交通省には中央新幹線小委員会を再度招集し、事業の必要性、安全性を含めた議論をやり直すことを求めました。（名古屋での説明会に参加しました。）
桑名の教育はどうなっているのか

１１月７日、１１月定例の教育委員会議を傍聴しました。教育委員会議は、毎月５人の教育委員と事務局で行われています。開催日は桑名市のホームページで紹介されますが、以前は市役所の前の掲示板に貼り付けるだけでした。（これでいいのだと嘯く幹部もいました。）内容は公表されていません。基本的に、事務局から協議事項、報告事項、連絡事項が提出されて協議・報告されているようです。　　　

１１月の内容は、以下の通りでした。
1、 協議事項
1 「学区外通学・区域外就学許可基準の変更」について、　中学校への進学の場合、６年生が９人以下の時は、居住地の小学校区が含まれる他の中学校に入学できるとするもの。
2 「土曜日授業」について、　土曜日授業については、文部科学省から最終のまとめが出た。設置者の主体的な判断で実施することが可能なようです。土曜日の過ごし方の児童・生徒と保護者のアンケート調査結果がありました。
3 「いじめ防止基本方針」について、　「いじめ防止等のための基本的な方針」を文部科学大臣が決定。国、学校には、いじめ防止基本方針の策定義務があります。地方公共団体は策定の努力義務だけです。１月に県が、２月に市が策定する予定です。学校は本年度中、遅くとも４月までには策定予定です。なお、学校にはいじめ防止等の対策のための組織を置くことになっています。

2、 報告事項
1 「市立小中学校の現状」について、　中学校で学校をまたいだ交友関係を指摘される（何故悪いのか解らない）。小学校では、数校に生活指導係を配置し担任と児童の間に入って、問題解決にあたっているそうです。
2 「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」について、　就学前の子どもの保護者全員（６２５５世帯）に実施、郵送方式。小学生の保護者には無作為抽出にて２０００世帯で実施、学校から配布する。（どのような形で学校で配布するのか個人情報上問題があるのではないか。）
3 「人権教育基本方針」の進捗状況について、　現行の桑名市同和教育基本方針をもとに、来年度、策定委員会を立ち上げる。
4 指定管理者の候補者について、　スポーツ施設が東京の三幸株式会社に。（安全性で不安はないのか、安ければいいのだろうか。）生涯学習施設は今までどおり文化・スポーツ振興公社が受注予定。全てが１２月議会での議決事項。
5 文化功労者被表彰者について　２名
6 市の財政状況について（理事欠席のため当日は省略）

3、 連絡事項
1 １２月の教育委員会の行事予定説明。

2 １２月の教育委員会の開催日程（１１月２８日）（傍聴は可能です。）
3 １月の教育委員会の開催日程（１月９日、臨時１月２０日）（傍聴は可能です。）
この様な事がどんどん進んでおり、しっかりと見ていかなければいけないと思いました。（私は、今年は１年間、教育経済委員会に所属しましたが知らない事ばかりでした。反省しています。）
２０１３年度第５回桑名市建築審査会
１１月６日に、建築審査会が開催され、傍聴しました。　　　　　　　議題は、
（1） 建築基準法の 規定による許可に関する包括決議に基づく許可件数の報告について

（2） 建築基準法の規定に基づく許可に係わる建築審査会の同意について
1 　議案第１号　建築基準法第５９条の２第１項の規定に基づく許可
（3） 建築基準法第９４条第１項の規定による審査請求に関する対応について
（4） その他　総合設計制度について（？）、次回の審査会予定　　　でした。　　
桑名市のホームページの報告によると、「上記の議題について、建築審査会において審議を行いました結果、以下のようになりましたのでお知らせします。」とあり、（１）については、＜報告＞包括決議に基づく許可の報告書あり＜承認＞（２）については、＜同意＞（３）については、＜裁決＞となっていました。

（１）と（２）の説明までが公開で、以下は非公開となり追い出されました。傍聴は２名でした。初めて知りましたが、内堀のＭ病院が介護施設を含めた巨大な病院施設を同じ地に建設しようとしています。本来なら都市計画にある建蔽率、容積率にしなければならないのに、新しく基準をつくって、現行の高さ制限や容積率を無視したものを建てさせようとする事が議案として上げられました。審査の内容は非公開となり、直ぐに情報公開を求めました。傍聴者には資料が配布されず、会議次第と傍聴の注意事項、それに手回し良く情報公開条例の写しでした。理由は分かりませんが、これも退場時に回収。総合設計制度については、桑名市の都市計画を考える上で、市議会でも議論の必要を感じました。もう一つの（３）の審査請求も闇のまま。第九十四条３項の公開による口頭審査は無しでした。
ＮＨＫは何処へ行く(１０月３１日の朝日新聞記事から２つ)
受信契約について新しい判決が出た。「受信者が拒んでも、ＮＨＫが契約を結ぶよう求めてから２週間で、契約は成立する」というものです。ＮＨＫが契約の申し入れをすれば、視聴者の承諾がなくても、相当期間が過ぎた後に契約が成立し、受信料を請求できるとするものです。放送法を勉強しなければならない。（インターネットで入手）

朝日新聞の投書欄には、「ＮＨＫ経営委人事に異議あり」の一文が掲載された。

内容は、安倍内閣が、ＮＨＫの経営委員会の委員に安倍首相に近い人物を選んだことを指摘しています。（最終的には国会の承認事項）ＮＨＫが公共放送ではなく、政権に近い報道をする「安倍放送局」になりかねないことを危惧されています。（既に国会で承認済み）

半年間、ＮＨＫテレビの「あまちゃん」を楽しませていただいたが、他の番組内容や出演者を見ると、もう民放からきた芸能人たちで溢れかえっています。ラジオのほうも同様で、朝から「すっぴん」とか「あさだち」、「・・・ネエの・・・」午後からは「何とかのマリアージュとか」の言葉・内容が乱れ飛んでいます。

あの硬い（私は評価しています）といわれた独自性のあるＮＨＫは何処へ行ってしまったのでしょうか。そう思うのは私だけでしょうか。この上に、統制的なものが加われば、誰も受信料なんか払わなくなるのではないでしょうか。
Ｎｏ．１９８　　　　２０１３年１１月１４日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５
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